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精華町立小中学校個別学習支援サービス業務

公募型プロポーザル実施要領

１ 目的

精華町では 、文部科学省の GIGA スクール構想を受け、令和２年度から､小学校

１年から中学校３年までの児童生徒一人一台の学習者用端末（Apple 社製 iPad）を

整備した運用を行っております。令和３年９月から、導入した端末を最大限に生か

し、本町の教育の方向性に合致した効果的な個別学習支援サービス（アプリケーシ

ョン）を導入し、運用を行ってきました。

令和８年８月３１日で契約満了することから、改めて、GIGA スクール環境にお

けるに最適な「個別学習（ドリル）サービス」を別紙仕様書に基づき精華町立小学

校及び中学校を対象にサービス提供する業者を、公募型プロポーザル方式による選

定することについて必要な事項を定めるものである。

２ 業務概要

（１）業務名

精華町立小中学校個別学習支援サービス業務

（２）業務内容

別紙「精華町立小中学校個別学習支援サービス業務仕様書」のとおり

（３）業務期間

令和８年９月１日から令和１３年３月３１日まで

（４）委託単価上限額（1人１月あたり）

１６５円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。

３ スケジュール（予定）

４ 参加資格要件

本プロポーザルに参加しようとするものは、次のすべての要件に該当するものと

する。

実施要領の公表 令和８年５月２２日（金）

質問受付期限 令和８年５月２９日（金）まで

質問回答公開 令和８年６月２日（火）

参加申請書類の提出期限 令和８年６月１０日（水）まで

一次審査結果通知（書類審査）及び二次

審査詳細案内

令和８年６月１６日（火）

二次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ及びﾋｱﾘﾝｸﾞ審査） 令和８年７月１日（水）

二次審査結果通知及び委託事業者内示 令和８年７月中旬
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（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをし

た者にあっては再生計画の認可がなされている者、又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の

認可がなされている者であること。

（３）国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）を完納していること。

（４）令和７・８年度精華町入札参加資格を有していること。

（５）精華町暴力団等排除条例（平成２３年精華町条例第３０号）第２条第４号に規

定する暴力団員でないこと。

（６）過去５年以内に、国又は地方公共団体において、小・中学校に対し、類似業務

で契約実績があること。

５ 質問及び回答

本実施要領及び仕様書等に関して質問がある場合は、質問書（様式第１号）に内

容を簡潔に記載し、次のとおり提出すること。

（１）受付期限

令和８年５月２９日（金） 午後５時まで【必着】

（２）提出方法

ＦＡＸ又は電子メールにて提出すること。

※質問書を提出したときは、必ず電話でその着信を担当課に確認すること。

（３）送信先

「１２ 提出先・問い合わせ先」に記載するとおりとする。

（４）回答方法

令和８年６月２日(火）に、すべての質問及び回答を取りまとめたものを町ホ

ームページ上で公開することとし、個別の回答は行わない。

６ 参加申込の手続き

（１）提出書類

ア 参加資格に関するもの

① 参加申込書（様式第２号） １部

② 業務実績書（様式第３号） １部

イ 企画提案に関するもの（本実施要領「７ 企画提案書作成方法」を参照すること）

③ 企画提案書表紙（様式第４号） １部

④ 企画提案書（任意様式） ６部

⑤ 機能要件一覧表 ６部

⑥ 提案見積書（様式第５号）及び内訳書（任意様式） １部

（２）提出期限
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令和８年６月１０日（水） 午後５時まで【必着】

※持参する場合は、平日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

（３）提出方法

持参又は郵送で提出すること。郵送の場合は、上記（２）に記載する提出期限

内に必着したものに限り受け付ける。

※持参又は郵送に関わらず、事前に担当課に連絡すること。

（４）提出先

「１２ 提出先・問い合わせ先」に記載するとおりとする。

７ 企画提案書作成方法

（１）様式等の形式

表 紙 様式第４号を使用すること。

様 式 Ａ４判 縦型 長辺綴じ

文 字 フォントサイズ１０ポイント以上 横書き

提出部数 ６部（正１部、副５部）。なお、副５部は会社名を除く。

上記のほか、企画提案書の電子データ（PDF 形式）を CD－R に格

納し、１枚提出すること。

制限枚数 表紙・目次・裏表紙を除き、１６ページ以内（両面印刷であれば

８枚）に収めること。

（２）構成とポイント

提案のポイントについては、「精華町立小中学校個別学習支援サービス業務 提

案依頼項目表」（別紙）を参照し、構成は以下のとおりとする。

① 企画提案書は、別紙に示す項目に沿った構成とすること。

② 提案のポイントに留意し、文章で簡潔に記載すること。

③ 文章を補完するために、写真、イラスト、イメージ図、グラフなどを使用し

ても差し支えない。ただし、制限枚数の範囲に収めること。

８ 審査方法

（１）審査組織

審査については、小・中学校関係者を含む５名で構成する精華町立小中学校個

別学習支援サービス業務審査委員会(以下「審査委員会」という。)により審査

基準に基づき評価を行う。

（２）得点算出方法

審査委員５名の評価点の平均（小数点以下切り捨て）とする。

（３）一次審査

ア 選定方法

応募者が４者以上あった場合、提出された企画提案書等について、審査委員

会において審査し、上位３者以内を選定する。なお、応募者が３者以内の場合
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は、参加資格の確認のみを行う。

イ 審査基準

① 審査項目・配点

② 審査項目ごとの採点基準

・企画提案書

・提案見積書

最低見積価格／当該業者の見積価格×２０点

※小数点以下切り捨て

※見積価格が予定価格を超過した場合は、選考から除外する。

③ 審査結果の通知

一次審査の結果は、令和８年６月１６日（火）までに書面にて通知する。

同日までに通知を発送できない場合は、電子メール等により別途連絡する。

（４）二次審査

ア 選定方法

一次審査通過者（応募者が４者未満の場合は応募者）の中から、企画提案書

等に記載された内容に加え、プレゼンテーション及びヒアリングにより、審査

委員会において審査し、最高得点を得たものを契約予定事業者として選定する。

イ プレゼンテーション及びヒアリング

① 実施日

令和８年７月１日（水）とし、詳細については一次審査結果通知に合

わせて通知する。

② 説明時間

３０分（プレゼンテーション２０分、ヒアリング１０分）

※準備に要する時間を除く。

③ 参加人数

３人以内とする。

④ その他

審査書類 審 査 項 目 配 点

企画提案書

（２０点）

１ 会社概要 １０点

２ 業務実績 １０点

提案見積書

（２０点）

３ 見積価格 ２０点

合 計 ４０点

配 点
特に優れ

ている

優れて

いる
普 通 やや劣る 劣 る

１０点 １０ ８ ６ ４ ２
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・ プレゼンテーションの順番は、参加申請書の提出順とする。

・ 提案又は説明に際し、必要なパソコン等の機器は当日持参すること。

（プロジェクター、スクリーン、延長コードは準備不要。）

・ プレゼンテーション及びヒアリングを欠席した場合、指定した時間に

遅刻した場合には、失格とする。

ウ 審査基準

① 審査項目・配点

② 審査項目ごとの採点基準

③ 選考除外

・ 企画提案書の配点は、８０点を満点とし６０％未満の得点（得点の合

計が４８点以下）であった場合には、選考から除外する。

・ 提案見積書は、見積価格が予定価格を超過した場合は、選考から除外

する。

④ その他

・ 一次審査（応募者４者以上の場合）で審査を行った場合は、その審査

項目（１・２・８）の得点を、二次審査に反映させるものとする。

・ 最高得点者が複数であった場合は、見積価格がより廉価であった者を

契約予定事業者とし、さらに見積価格も同額であった場合には、審査委

員会の投票によって決定する。

⑤ 審査結果の通知

二次審査の結果は、令和８年７月中旬までに参加したすべての者に書面

にて通知する。

審査書類 審 査 項 目 配 点

企画提案書

（８０点）

１ 会社概要 １０点

２ 業務実績 １０点

３ 基本方針 １０点

４ 操作性等 １０点

５ 個別学習場面の充実に係る工夫 ２０点

６ 運用面等 １０点

７ その他提案内容 １０点

提案見積書

（２０点）

８ 見積価格 ２０点

配 点
特に優れ

ている

優れて

いる
普 通 やや劣る 劣 る

２０点の場合 ２０ １６ １２ ８ ４

１０点の場合 １０ ８ ６ ４ ２
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９ 委託契約の締結

審査委員会が選定した契約予定事業者を相手方として、委託契約締結に向けた協

議を行い、協議が成立した後、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規

定により随意契約を行う。

契約区分は、単価契約とし、１人１月当たりの単価にその年度の５月１日付けの

児童生徒数を乗じて得た額を毎月支払うものとする。

また、４月分については、前年度児童生徒数を乗じて得た額を支払。５月に４月

分を当年５月１日付けの児童生徒数を乗じて得た額で精算すること。

なお、本町と契約予定事業者との協議が不調に終わり、契約締結に至らなかった

場合には、選定において総合評価点が次に高かった参加事業者から順に契約締結に

向けた協議を行うものとする。

１０ 失格

次のいずれかに該当する場合には、失格となることがある。

（１）提出書類等が本実施要領の提出方法に適合しない場合

（２）提出書類等が本実施要領に示された条件に適合しない場合

（３）提出書類が受付期間又は提出期限までに提出されない場合

（４）虚偽の内容が記載されている場合

（５）審査の公平性を害する行為があった場合

（６）「４ 参加資格要件」に示す参加資格要件を欠くこととなった場合

（７）その他本要領に違反すると認められた場合

１１ その他

（１）本プロポーザルに参加するために要する一切の費用（プレゼンテーション等に

要する費用を含む。）は、すべて参加者の負担とする。

（２）提出されたすべての書類は、本プロポーザル以外の目的には使用しない。

（３）提出されたすべての書類は返還しない。

（４）企画提案書の著作権は参加事業者に帰属する。また、提案内容に含まれる特許

権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三

者の利権の対象となっているものを使用した結果生じた責任については、すべて

参加事業者が負うものとする。

（５）提出書類について、郵送などの持参以外の方法による場合の不達、遅配を原因

として参加事業者に不利益が生じたとしても、本町はその責任を負わない。

（６）提出書類等は審査及び説明のため写しを作成し使用することができる。

（７）提出書類等は提出期限を過ぎた後の書類等の追加、修正、差し替え、再提出は

いっさい認めない。

（８）本プロポーザルにおいて使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、

日本の標準時及び計量法に定める単位とする。
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（９）審査の経緯及び結果についての異議の申し立ては受付けない。

（10）会社の業務実績等を事実確認するため、追加資料の提出を求める場合がある。

（11）都合により辞退される場合は、二次審査の実施日２日前までに辞退届（様式第

６号）を教育委員会学校教育課まで提出(郵送可)すること。

（12）自己の選定結果は速やかに全ての参加者に通知する。なお、審査結果は公開の

対象とする。

１２ 提出先・問い合わせ先

〒６１９－０２８５

京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻７０

精華町教育委員会 学校教育課（担当：氏中）

電話 0774-95-1906 FAX 0774-94-5176

電子ﾒｰﾙ gakkyou@town.seika.lg.jp

mailto:gakkyou@town.seika.lg.jp

